
みなくるタウン

第２期整備地区まちづくり協議会

令和４年度第１回総会

令和３年12月　日

久御山町　都市整備部　新市街地整備課

令和４年６月18日（土）



　１　開会

　２　説明・報告事項
　（１）地権者組織の設立に向けた取組報告について
　（２）まちづくり協議会役員（役職）の構成について

　３　総会成立宣言

　４　協議確認事項
　（１）事業の進め方について

　５　閉会

　次第
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２　説明・報告事項



（１）　地権者組織の設立に向けた取組報告について

ア　令和４年度　第１回地権者集会の開催
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＜開催日時＞
　令和４年４月２３日（土）午前1１：00～

（ふれあい交流館ゆうホール）

説明・報告事項

　（１）産業立地促進ゾーン第１期整備地区の動向

　（２）前回までの取組内容について

　（３）地権者組織の設立に向けた取組について

　（４）地権者組織の規約案について

　（５）役員候補者の選定について

　（６）当面及び今後のスケジュールについて



（１）　地権者組織の設立に向けた取組報告について

イ　まちづくり協議会設立に関する書面議決
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第１号議案
まちづくり協議会の設立
及び規約（案）

第２号議案
まちづくり協議会役員の
選出について

それぞれ書面による議決
を求めました。

　　　　　　



（１）　地権者組織の設立に向けた取組報告について

ウ　まちづくり協議会設立に関する書面議決結果

5

＜書面議決結果＞

　第１号議案
　まちづくり協議会の設立及び規約（案）
　議決件数７８件中５４件回答
　【賛成53件　反対１件】　

　第２号議案
　まちづくり協議会役員の選出について
　議決件数７８件中５４件回答
　【賛成54件　反対０件】

　協議会規約第11条第５項の規定に基づき、賛成多数
により、承認
　　→令和４年５月27日付「まちづくり協議会」設立
　　　　　　



（２）　まちづくり協議会役員（役職）の構成について

役員（役職）の構成について

6

　のちに設立予定の「土地区画整理組合」の役員数７名以上
（法律で定まっている）を視野に役員についても７名を選定
　→７名の方から会長・副会長２名・事務局長を選定

＜役員（敬称略・（役職内・５０音順））＞

役職 氏名

会長 　樋口　敏昭（ひぐち　としあき）

副会長 　伊藤　和之（いとう　かずゆき）

副会長　 　神村　善正（こうむら　よしまさ）

事務局長 　早阪　昭夫（はやさか　あきお）

役員 　小坂　幹夫（こさか　みきお）

役員 　山田　一也（やまだ　かずや）

役員 　吉川　浩和（よしかわ　ひろかず）



４　協議確認事項



（１）　事業の進め方について

ア　当面のスケジュール
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令和４年度

６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

産業立地
第２期整備
地区

地権者集会
及び

まちづくり
協議会総会

第２回地権者総会

役員会・勉強会等

第1回地権者
（まちづくり協議会設立）

総会

○協議確認事項
　土地区画整理法に基づく土地区画整理事業を進めるための手法
（業務代行方式・一部代行方式・その他の方式）については、役
員会・勉強会等を踏まえ検討し、地権者総会に諮る。



イ　今後（令和４年度以降）のスケジュール（案）

令和５年度～　 　土地区画整理準備組合設立
　　　　　（「まちづくり協議会」から準備組合へ移行）

令和６年度～　 　土地区画整理組合認可申請
　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　 土地区画整理本組合設立（京都府の認可）

令和７年度以降　 仮換地指定

令和９年度以降　 まちびらき

※スケジュールは変更する可能性があります。

（１）　事業の進め方について
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時期 取組内容

R2.6
〇新市街地（みなくるタウン）第１期整備地区ま
ちづくり協議会設立

R2.8
〇第１回総会開催（まちづくり協議会設立の報告、
パートナー企業の選定等）

R2.1０ 〇事業化検討パートナーを公募

R3.2
〇第2回・第３回総会開催（事業化検討パート
ナーに光亜興産㈱・㈱大林組を選定→覚書締結の
承認）

R3.4 〇事業化検討パートナーとの覚書締結

R3.８～
R4.1

〇土地利用意向調査、地権者個別面談の実施
〇同調査に基づく土地利用計画イメージの作成
→地権者集会において報告

R4.1～現在

〇土地利用計画案を作成し、想定される全体事業
費や平均減歩率を算出
〇土地利用計画案・概算平均減歩率の提示、準備
組合設立に向けた活動等の承認
○土地区画整理準備組合設立同意取得手続

R4.6 〇土地区画整理準備組合設立

R5以降
（予定）

○土地区画整理組合設立
○仮換地指定○まちびらき

■産業立地促進ゾーン第１期整備地区
　の動向

＜参考＞産業立地促進ゾーン第１期整備地区の動向について

■産業立地促進ゾーン第２期整備地区
　今後の進め方
時期 取組内容

R4.5
○新市街地（みなくるタウン）第２期整備地区
まちづくり協議会設立及び役員等の書面議決

R4.5
〇新市街地（みなくるタウン）第２期整備地区
まちづくり協議会設立

R4.6
〇第１回総会開催（まちづくり協議会設立の報
告、役員紹介）

今後

〇土地区画整理法に基づく土地区画整理事業を
進めるための手法（業務代行方式・一部代行方
式・その他の方式）については、役員会・勉強
会等を踏まえ検討し、地権者総会に諮る。
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